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第６回 佐賀中部広域連合介護保険事業計画策定委員会議事録

平成15年2月3日（月）
15：00～ 佐賀市文化会館

出席委員 井本委員 副田委員 江口委員 上村委員 藤岡委員 中下委員
林田委員 久保田委員 塚原委員 多田委員 内田委員 角谷委員
宮地委員 西牟田委員 角田委員 北野委員 古野委員 中島委員
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事務局 山田事務局長 田中副局長 岡部介護認定課長 三塩給付課長
杉坂業務課長 石丸総務課副課長 上野行財政係長 八田 水町

１ 開会（石丸総務課副課長）

２ あいさつ（山田事務局長）

３ 議事（井本会長）
（１）策定委員からの意見・提言について（田中副局長）
・別添資料に沿って，策定委員からの意見・提言について説明する。
（２）介護報酬の見直しによる事業費の算定と次期介護保険料について（田中副局
長）
・資料1に沿って，最終の介護サービス量の見込みと報酬見直し後における介護保険料
について説明する。
（３）介護保険料の低所得者減免の検討について（杉坂業務課長）
・資料2に沿って，介護保険料の低所得者減免について説明する。
（４）広域連合単独事業費による住宅改修事業の検討について（三塩給付課長）
・資料3に沿って，当広域連合で独自に実施する住宅改修事業について説明する。
（５）その他（田中副局長）
・追加資料1，2に沿って，事業計画（案）に加える文面について説明する。

４ 閉会（石丸総務課副課長）

午後３時 開会
○司 会
こんにちは。まだ何名様かお見えでない方もいらっしゃいますが、定刻になりました
ので、ただいまから第６回介護保険事業計画策定委員会を開催したいと思います。
なお、きょうの委員会につきましては、５名の策定委員さんの方から欠席の御連絡を
いただいております。
では最初に、資料の確認をしたいと思います。
まず、事前にお配りしておりましたものにつきまして、封筒の中に送付文書と会議次
第、それに資料の１、２、３、それと「事業計画策定に係る策定委員からの意見」と
いう、裏表両面コピーしておりますこの１枚もの、その分が入っていたかと思います



が、ございますでしょうか。
続きまして、本日お席の方に追加資料ということでお配りしている分を確認したいと
思います。
まず、封筒で送付しておりました、資料２の差しかえ分としまして、「資料２」と書
いているところに右上に「☆」がついている資料ですけど、ございますでしょうか。
それと、あと１枚ものですが、追加資料１「介護保険料の徴収対策について」、それ
に追加資料２「介護保険料の減免について」、それと、紙が横になっておりますが、
１枚ものの「介護保険事業費推計の見直し・変更点」という資料です。
それと最後に、介護保険の事業計画案、これは未定稿と書いておりますが、以上資料
ございますでしょうか。
それでは、会長さんに後の議事を進めていただきたいと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。
○会長
皆さんこんにちは。この会議もあと残すところ１回ということで、もう着陸寸前なん
ですけれども、スペースシャトルもああいうことがありましたですよね。最後の最後
まで頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、最初の議題が、１番目に出ております策定委員からの意見について、よろしく
お願いします。
○事務局
皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。それでは、座って説明させていただ
きます。
今回、策定委員さんの方から、１．第１期計画の実績と課題、２．介護保険のよりよ
い運営のためにということで御意見が出されております。大きくは３点あると思って
います。
一つが、１枚目の(1) になりますけれども、13年度事業費についての中で、未認定者の
動向で事業計画、保険料に大きな差異が発生するんではないかということ。裏なんで
すけれども、同じようなことが２番の(2) で、「今後しばらくは、後期高齢者が増加し
ます。問題点でも書きましたが、認定者、受給者との差、未受給者の対応をいかに正
確にするかが大事である」という御意見でございます。
これにつきましてですけれども、確かに、第１期計画では認定者すべてが受給者とい
うような推計をしとったわけですけど、現実的には大体82％ぐらいの方がサービスを
利用されております。毎月毎月ずうっと実績とっておりますけれども、どうしても
やっぱり十七、八％の方はサービスを使っていらっしゃらないという状況でございま
す。
こういう方がどういう方々であろうかということで、調査をしたのが平成13年８月１
日ですけれども、高齢者要望等実態調査というのをやったわけでございます。その中
で明らかになったといいますか、件数的には 9,700件ぐらいのサンプル数ですけれど
も、その中で 1,822件が無効票といいますか、それからサービスを使っていないという
方がいらっしゃいました。
中身を調べてみますと、約 1,000人の方が入院中です。それから、 270名ぐらいの方が
家族介護、家族で介護をしているから使っていないと。そのほか、転居されている方
ですとか、既に亡くなっておられる方というような状況がございます。
したがいまして、やはり認定者すべてが受給者という状況にはないだろうと。全国と
比較しますと、うちの方が二、三％高い状況です。全国平均は認定者の方の大体79％
ぐらいが使われておりますけれども、佐賀中部の場合は82％ぐらいという状況でござ
いまして、この18％の方が常に受給者になるということは考えなくていいのではない
か、やはりこの程度はどうしても病気されている、転居されるとか、いろんな諸事情
でサービスを実際使わないということで考えておりまして、事業費についてもそうい
う形で算出をしているということでございます。



それから、大きくは在宅サービスに移行すべきではないかという御意見でございま
す。
これにつきましてですけれども、介護保険の理念からいたしまして、基本的に在宅
サービスでございます。今回、後ほどまた説明いたしますけれども、国の方で報酬の
単価改正があったわけですけれども、国の方でも在宅へのシフトに力が注がれている
ところが出てきております。
例えば、ホームヘルプサービスにつきましては、身体介護につきまして１時間半まで
というようなことで、基本的には繰り返し繰り返し使っていただくと。24時間の中で
回数多く使ってもらうと、そういうふうなサービスの体系になっています。それか
ら、リハビリに今回非常に評価を置いております。
それから、通所介護ですけれども、２時間の延長制度とかということが出てきており
まして、在宅でのケアという方向に動いてきているんじゃないかなと思っています。
それと、後ほど御説明いたしますけれども、佐賀中部独自での、いわゆる住宅改修、
住環境の整備という方向で私どももいくということで、こういうことで在宅介護の推
進という方向になってきております。
それから、３点目ですけれども、２．介護保険のよりよい運営のためにの中で、御提
言と思いますが、高齢者自治会、あるいは高齢者憲章、それから隣同士知り合うとい
うことでの高齢者相互のネットワークの御提言があっております。高齢者保健福祉計
画、18市町村で今策定中ですけれども、こういう中に生かされていくのではないかな
と、非常にいい御意見が出ております。
以上でございます。
○会長
ありがとうございました。
意見を出していただきました策定委員さん、今のお答えで基本的によろしいでしょう
か。
○策定委員
はい、ありがとうございます。
○会長
何かほかに、同じような意見とかございますでしょうか。今までの議論の中で……。
○策定委員
ちょっと今の意見に追加をしますと、もう一つあるんですが、今、介護保険を受けて
おられる方は女性が多いんですね。ということが、女性の方が長生きするから多いの
かという論法じゃないんですよ。出現率が男子よりも倍高いんですよ。要するに発生
率、出現率ですか。人口が多いから多いんじゃなくて、出現率が高いんですよ。そこ
は今後ある程度考えていかんといかんのじゃなかろうかというのが私の提案です。
以上です。答えは要りません。
○会長
介護予防とかですね、市町村の老人保健福祉計画の中で、そういったものをまたしん
しゃくしながら進めていくべきだと思います。
では、(2) と(3) 、介護報酬の見直しによる事業費の算定と次期介護保険料について
と、介護保険料の低所得者減免の検討について。
今回、先ほども説明にありましたように、介護報酬が出ましたので、具体的なという
ことで、事務局お願いいたします。
○事務局
それでは、資料１をお願いいたします。
資料１の１枚目ですけれども、「第18回社会保障審議会介護給付費分科会資料より」
ということで御提出しておりますけれども、１月20日に厚生労働省の方から介護給付
費分科会の方に諮問をされた内容でございます。
今回の基本的な考え方ですけれども、全体としては引き下げというのが大きく出てお



ります。
それから、もう一つの柱としては、今後の介護のあるべき姿の実現というのが大きな
ものになっております。
四つの具体策といいますか、出ておりますけれども、近年の賃金・物価の下落傾向、
それから介護保険施行後の介護事業者の経営実態を踏まえて、保険料の上昇幅をでき
る限り抑制するということで、今回、在宅では 0.1％のアップ、施設では４％のダウン
ということで、トータルで 2.3％のダウンという改定内容になっております。
今後の介護のあるべき姿の方ですけれども、当初の設定が実態に即して合理的であっ
たかどうかというようなところの検討を踏まえて、制度創設の理念と今後の介護のあ
るべき姿の実現に向けて必要なものに重点化するという方向が打ち出されておりま
す。
具体的には、在宅重視と自立支援、それから要介護度の上昇を予防し、要介護度の軽
減を図るということで、リハビリテーションの強化というのが打ち出されておりま
す。
それから、在宅生活の継続、施設におきましても在宅生活に近い形で生活するという
ふうなことで、個室ですとか、ユニットケアにはそれなりの評価をするということが
打ち出されております。
それから、将来的にですけれども、できる限り在宅に復帰できるような所要の見直
し。
それと、４点目ですけれども、サービスの質の向上に重点を置いた見直しということ
が打ち出されております。
主な見直しの内容でございます。
１．自立支援の観点に立った居宅介護支援（ケアマネジメント）の確立でございま
す。
①ですけれども、利用者の要介護度による評価の廃止ということで、今現在は要介護
度に応じてそれぞれの報酬単価が決まっていますけれども、必ずしも介護度に応じて
ケアプラン作成に難易度があるというわけではないということで、今回一本化をされ
ております。 850単位になっております。
２ページ目お願いいたします。
②質の高い居宅介護支援の評価ということで、４種類以上の居宅サービスを定めたケ
アプランをつくったら 100単位加算するという制度になっております。逆に、ケアプラ
ンの交付ですとか居宅の訪問、それから定期的なアセスメント等が不備な場合は３割
の減算と。加算と減算という形で出てきております。
次に、大きな２ですけれども、自立支援を指向する在宅サービスの評価ということ
で、まず訪問介護でございます。
訪問介護につきましては、３種類あったわけなんですけれども、いわゆる複合型が廃
止になっておりまして、身体介護中心型と家事援助中心型の２種類に区分をされてお
ります。
身体介護につきましては、連続して１時間半までとするというふうになっておりま
す。現行は１時間半以降も30分刻みで算定がされておりましたけれども、今回は１時
間半までというふうになっております。身体介護につきましては、 210単位から 231単
位ということで、10％のアップになっています。
家事援助中心型、30分以上１時間未満、それから１時間以上ですけれども、それぞ
れ30％以上の単価の改正になっております。
それから、３ページですけれども、②訪問介護における減算の算定範囲等の見直しと
いうことで、３級の訪問介護員によるサービス提供の場合は95％から90％に減算をす
るということになっております。
それから、③ですけれども、いわゆる介護タクシーの適正化ということで、これは非
常に地域格差がありまして、佐賀中部広域連合内では今のところ介護タクシーはあり



ません。今回、１回 100単位ということになっております。現行ですけれども、身体介
護というふうな形で、30分未満の 210単位が適用されておりますけれども、今回はもう
新設という形で１回 100単位というふうになっております。
それから、(2) 通所サービスでございます。
今回、基本単位は引き下げになっております。８時間以上の延長サービスが新たに新
設されておりまして、２時間延長まで加算をすると。利用者の利便性向上と家族介護
者の負担軽減を図るという趣旨で、２時間の延長制度ができております。住民の方か
らもこういう要望は出ておったところでございます。
それから、(3) リハビリテーションでございます。
まず、①訪問リハビリテーションの評価のところですけれども、これは基本単位は現
状維持になっております。退院・退所から六月以内の利用者に対する加算、１日50単
位ですけれども、新たに新設をされております。
それから、②通所リハビリテーションの評価でございます。
これも基本単位が引き下げになっております。個別リハビリテーションを行った場合
に加算をするというふうに変わっております。
それから、４ページ目をお願いいたします。
(4) 居宅療養管理指導でございます。
これにつきましては、単位を引き下げます。逆に算定回数を増加させるということ
で、単位や算定回数を再編する、きめ細かな指導管理の推進を図るというものでござ
います。
次に、(5) 訪問看護でございますけれども、これは単位の引き下げがされております。
それから、(6) 痴呆対応型共同生活介護、いわゆるグループホームでございますけれど
も、夜間の介護内容や介護体制を確保したグループホームにつきましては夜間のケア
を評価するということで、１日71単位が新設されております。
なお、要件がございまして、サービスの質の自己評価結果が公開されていることとい
う条件になっているところでございます。
それから、５ページをお願いいたします。
３．施設サービスの質の向上と適正化ということでございます。
(1) が介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームでございます。
上の方ですけれども、佐賀中部においては今のところ該当はございませんですけれど
も、入所者の自立的生活を保障する個室、それから、小規模生活単位型特別養護老人
ホームで行われるユニットケアを評価するということで、新たに新設がされておりま
す。
下の方ですけれども、従来型の施設につきましては、要介護度の高いものに配慮をし
つつ、全体としては引き下げになっております。要介護度別の単位につきましては、
重度に厚い体系になったと。しかしながら、全体として引き下げということでござい
ます。
それから、６ページをお願いいたします。
(2) 介護老人保健施設（老人保健施設）、老健でございます。
これにつきましては、全体として引き下げになっております。理学療法士等を加配い
たしまして、個別計画に基づいてリハビリテーションを行う場合には加算すると。そ
れから、老健によります訪問リハビリテーション、これが新たに設置をされておりま
す。
それから、(3) ですけれども、介護療養型医療施設（病院・診療所）の評価でございま
す。これも全体として引き下げになっております。
考え方といたしましては、介護と医療の役割分担、ほかの介護保険施設との機能分化
を図る、そういう観点から、長期にわたる療養の必要性が高く、要介護度の高いもの
を主体に評価しようというふうになっております。
６ページの療養型のところの一番上ですけれども、「看護配置６：１／介護配置３：



１」、これが経過措置に従いまして廃止になっております。これは15年３月31日まで
という経過措置の分でしたですけど、今回廃止になっております。
それから、７ページの②重度療養管理の新設でございます。
要介護４、または要介護５であって、常時頻回の喀痰吸引を実施している状態など、
常時医師による医学的管理が必要な状態にあるものに対して、重度療養管理を新設さ
れております。短期入所の場合にも適用でございます。
それから、③リハビリテーションの体系的な見直しということで、従来の集団療法を
中心とした評価を廃止いたしまして、個別的なリハビリテーションに加算をするとい
うふうになっております。
それから、７ページの一番下の(4) 施設入所者の在宅復帰の促進でございます。
施設入所、あるいは入院者の在宅復帰を促進するために、退所、あるいは退院前連携
加算というものが新設されております。退所前からの居宅介護支援事業所との連携を
評価するというふうになっております。
以上が、今回の諮問をされた内容でございます。
これに基づきまして、今回、事業費の推計、そして保険料の推計をしたわけでござい
ます。それにつきましては８ページ、９ページでございます。
それから、10ページ、11ページと、最終的には11ページで保険料までお示しをいたし
ております。
その大もとになるのが事業費の分でございます。９ページをお願いいたします。
これまで事業費につきましては、策定委員さんに御議論していただいたわけなんです
けれども、最終的にですけれども、今回この９ページに記載していますような推計に
なっております。
９月24日に、高齢者の人口、認定者数等の推計、これぐらいということで委員さん方
にお諮りをしたわけでございますけれども、その後、県との協議、県の方は佐賀県全
体の分を介護保険支援計画という形でまとめるわけでございますけれども、最終的に
県との協議を終えまして、若干ちょっと変わった点がございますので、まずそれを説
明いたします。
きょう追加資料ということで、１枚紙で「介護保険事業費推計の見直し・変更点」と
いうことでお示しをしております。
まず、人口ですけれども、これについては変わっておりません。
それから、要介護認定者数でございます。この１枚紙にありますように、平成18年
と19年の推計ですけれども、前回１万 4,105人、それから１万 4,937人ということで見
ておりましたですけれども、県との調整で平成18年、19年につきましては出現率が若
干鈍化するのではないか、佐賀県全体としてのバランスといいますか、それもありま
して、ここに書いていますように、１万 3,758人、それから１万 4,236人ということで
今回手直しをしております。
次に、９ページの方のサービス種類のところでございます。
施設サービスのところでございますけれども、指定介護老人福祉施設、特養の分でご
ざいます。平成15年度から平成19年度まで 1,175人から 1,272人ということで、９
月24日お諮りをしておりましたですけれども、県の協議、これは施設整備との絡みも
ございますけれども、平成15年が 1,189人、平成19年が 1,270人ということで若干ふえ
ております。
それから、介護老人保健施設、老健につきましてですけれども、平成15年が 1,250人、
平成19年が 1,298人と。協議後ですけれども、平成15年が 1,214人から平成19年が
1,258人ということで、これにつきましては県との調整の結果でございますけれども、
私どもは月平均というような形で見ておりましたですけれども、県の支援計画では平
成14年８月１日を起点に計算するということです。月平均の中には、月の途中の入れ
かえの分、いわゆるダブり分も入っておりまして、その辺の調整が今回入ってきたと
いうことで、新たにこういう数字になっております。



したがいまして、この分の変化が居宅介護の方に若干回っております。そういうこと
で、今回新たに計算をし直したところでございます。
なお、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、それから指定介護療養型
医療施設、この辺の数字は変わっておりません。
８ページですけれども、今回新たに事業費の推計で出したのが、報酬見直し前が左の
方でございます。それから報酬見直し後が右の方でございます。
居宅サービスの方ですけれども、訪問介護につきましては、新しい請求コードを入れ
まして算出した結果、11.6％の増になっています。
訪問入浴介護、それから訪問看護については変わっておりません。加算の改定の実績
等もないもんですから、そのままでございます。
それから、訪問リハビリテーションについてもほとんど影響がないということで、そ
のままでございます。
通所介護、通所リハビリテーションにつきましては、要介護ごとの減算率を見ており
ます。それと、加算を見て算出いたしております。
福祉用具貸与はそのままでございます。
それから、居宅療養管理指導、これにつきましては 940単位から 1,000単位に変わると
いうことで 6.4％増になっております。
それから、短期入所ですけれども、これは要介護ごとの減算率ではじいております。
それから、痴呆対応型共同生活介護、グループホームですけれども、夜間加算を見て
おります。
それから、特定施設入所者生活介護はそのままでございます。
それから、施設サービスの方ですけれども、新しい単価でそれぞれはじいたというこ
とでございます。
それから、居宅介護支援、ケアプランの分ですけれども、これはすべて 850単位に直し
て計算をしたというものでございます。
その結果でございますけれども、10ページ、11ページでございます。
10ページにありますように、12年度から14年度は以前の数字でございますけれど
も、15年度から19年度でございますが、上の方が報酬の改定前です。下の方が報酬の
改定後ということでございます。
11ページに具体的な算出方法等を書いております。
まず、居宅サービス総費用３カ年の合計です。それから、その下が施設サービス総費
用３カ年合計です。これに、実行給付率、居宅が90％、これは１割負担がございま
す。それから、施設につきましては食事等もございますので、88.3％という数字を掛け
ております。
そのほか、給付費がございます。居宅介護支援費の給付費、福祉用具とか住宅改修、
高額介護サービス費、審査支払手数料、償還払い等の分がございます。これらを合わ
せまして標準給付費見込額になるわけでございます。
今回ですけれども、第１号被保険者負担割合が18％でございます。現在の12年
度、13年度、14年度の第１号被保険者の負担割合につきましては、右の方に書いてい
ますけれども、17％でございます。第２号被保険者が33％というふうになっておりま
すが、今回18％と32％に変わっております。これは人口構成が変わったということで
ございます。
それから、後期高齢者補正係数ですけれども、現在が0.96ですけれども、0.9339になっ
ております。
それから、Ｄのところですけれども、所得補正係数、現在は1.01ですけれど
も、0.9993というふうに下がっております。
Ｅが調整交付金見込給付割合ですけれども、現在5.63ですけれども、今回6.20というこ
とでございます。
一つ飛びますけれども、Ｇです。財政安定化基金拠出金見込額、現在は 1,000分の５の



拠出割合になっていますけれども、今回 1,000分の１に下がっております。
Ｈが保険料収納必要額ということで、 9,768,760千円ということでございます。
Ｉの予定保険料収納率を98％と見ております。
こういうことで算出をしたわけでございます。
報酬改定前は 3,799円でしたですけれども、報酬改定後が 3,729円ということで、70円
下がっております。
一番下ですけれども、単独減免後保険料基準額月額といたしましては 3,736円というこ
とで、７円分の減免分が上乗せをされるということでございます。
保険料の低所得者に対する減免につきましては、前回、６段階方式についてと個別減
免方式についての方法があるということで御説明をいたしました。しかし、佐賀中部
の場合は６段階方式は高所得者の割合が少なく、２段階の方々の解決にはなかなかな
らないということで、個別減免方式の方がいいのではないかということで御提案をし
とったわけですけれども、18市町村の首長会でも個別減免方式の方がいいという結論
になっておるところでございます。
この辺のところにつきまして、資料２で御説明をいたします。
○事務局
それでは、失礼します。
低所得者減免につきましては、前回第５回の策定委員会の中で御説明をいたしました
けど、きょうは実施案としてお示しをしております。
資料２のまず４ページをごらんいただきたいと思います。
ここに書いておりますのは、前回説明した分と重複いたしますけど、一応確認という
ことで御説明をさせていただきます。
まず、低所得者対策の必要性でございます。３点書いております。
１点目は、２段階の中に、やはり第１段階に相当と見られる方がおられるという実態
があるということでございます。
２点目が、今言いましたように、次期の保険料が約21％ほど引き上がるということ
で、被保険者の負担感が増すということでございます。
３点目が、国の方で保険料の引き上げが見込まれる保険者については、低所得者対策
の検討の必要性が指摘されているということでございます。
これら３点を踏まえまして、低所得者の減免制度導入をお願いするものでございま
す。
２番目に、減免の方法。これは今、事務局も言いましたように、保険料の弾力化及び
単独減免、これは前回お示しをしていますので、この説明は省かさせていただきま
す。
佐賀中部広域連合が単独減免方式を採用する理由でございます。今、事務局でちょっ
と言いましたけど、単独減免方式の方が地域の実情に合った、切実に減免を必要とす
る方を救済することができるということでございます。
２点目に書いております６段階方式も試算はしております。これについては、５ペー
ジの方に月額で単独減免方式と６段階方式の保険料がどうなるかも比較をしておりま
す。
単独減免方式ですと、２段階の認定を受けた方が約 930円ほど低くなります。６段階方
式ですと、２段階がやはり２万 2,000人以上おられますので、月額で74円の引き下げ。
新たな６段階の方は約 1,900円ほどの引き上げというふうになります。その辺を検討し
まして、やはり単独減免方式の方が適しているという判断をしたわけでございます。
それと、この低所得者対策につきましては国の方に、国の制度としての軽減措置を講
じるようにという要望をしておりますけど、現時点では国も対応をしかねるという状
況でございますので、今回、単独減免方式をお願いするものでございます。
恐れ入りますが、１ページをお願いいたします。
１ページの方に単独減免方式による実施案、内容をお示ししております。



まず、１番が減免対象者でございます。これは２段階に該当する方、そして下記の(1)
から(4) すべてに該当する方ということで、あくまでも本人さんの申請に基づくもので
ございます。
(1) の収入でございます。単身世帯は88万円以下ということ。世帯員が１人ふえるごと
に41万円を加算ということでしております。
この算出の根拠でございますが、生活保護の基準生活費、これは佐賀市に準じており
ます。佐賀市の生活保護の基準生活費が 878,160円です。この41万円の加算分が
418,240円となっておりますので、88万円、41万円という数字はここから持ってきた数
字でございます。
この収入につきましては、あらゆる種類の収入すべてを含むというふうにしておりま
す。
(2) が、課税者の扶養を受けていないということです。
それと､(3)が預貯金が 180万円以下であるということ。この根拠ですけど、一応年収の
２年分ということで、不測の事態等がありますので、そういうときに備えて年収の２
年分はやむを得ないというふうに判断をしております。
次に、(4) です。これは、生計を維持するために必要な資産ですけど、生計を維持する
ため以外の資産は持っていないということでございます。この四つすべての要件を満
たす人が減免を認定されるというふうにしております。
大きな２点目の減免額です。
減免額は、第２段階と第１段階の差額分を減免額とするようにしております。第２段
階の認定者につきましては、第１段階と同額の保険料にするということでございま
す。
３点目の減免財源ですけど、これは第１号被保険者全体の保険料で賄うということ。
４点目が減免対象期間です。申請日の属する年度、あくまでも中途の申請でもその年
度の４月からさかのぼって減免をするということでございます。
実施方法ですけど、税情報とかは構成市町村でしかわかりませんので、一応構成市町
村で受け付け、それと審査、審査は聞き取り調査が主でございます。最終的な判定に
つきましては、佐賀中部広域連合で行うようにしております。実施時期は15年４月１
日というふうにしております。
続きまして、２ページをお願いいたします。
一応、今回の単独減免実施に伴う見込み数と減免総額を示しております。15年
度、16年度、17年度での被保険者の推移、この数字は事業計画から持ってきておりま
す。
第２段階の下の方の表になりますけど、減免者見込率、15年度は２％、16年度が
2.5％、17年度が３％、これは実際この減免を実施しておられる市を参考として見込み
率を出しております。15年度が 453人の減免総額 510万円、16年度が 575人の 650万
円、17年度が 699人の 790万円というふうに推計をいたしております。
今回、この減免を実施することにより、保険料の基準額に７円を加算するというもの
でございます。
３ページの方に、現行の保険料と減免を実施する前の 3,729円、これは３段階ですけ
ど、それが単独減免を実施すると保険料がどうなるかというのを一番右の方に示して
おります。
減免の認定を受けた方につきましては、月額で 934円、年額で11,208円の負担軽減とな
るというものでございます。
説明は以上です。
○事務局
以上が、(2) 介護報酬の見直しによる事業費の算定と次期保険料について、それから(3)
の介護保険料の低所得者減免の検討についてということの説明でございます。
○会長



ありがとうございました。
介護保険料は、単独減免を含めて考えた場合 3,736円になったということですけれど
も、このあたりの決め方についてとか減免の仕方等について、何か質問ないし疑問、
もしくは御意見ないでしょうか。
結構難しい内容がありますので、簡単なものでもいいですから御質問あれば、この際
ですので、ないでしょうか。
どうぞ、策定委員さん。
○策定委員
減免対象者のこの調査の方法なんですが、申請を受けて、そうすると対象者について
は個別に面接かなんかやるわけですか。
○事務局
構成市町村の方にお願いしたいというふうに思っていますのは、まず介護保険の窓口
の方にお見えになられて、そのとき審査というか、聞き取り調査ですね、先ほど言い
ました要件等を全部聞いていってもらうとか、それと、収入等の確認が税の方でわか
る分とわからない分がありますので、通帳での年金の振り込み、非課税年金等は税務
の方では把握しておりませんので、その辺の確認なり、それと、扶養の確認について
は被健康保険証といいますか、そういうのを持ってきてもらったりとか、そういうの
で確認及び、主になるのはやはり聞き取り調査かなというふうには思っております。
この辺の細部につきましては、まだ今後詰めていく面もはっきり言ってございます。
○策定委員
ここで言うと、推計でいくと 450人程度ですかね、県内で。そこら辺の判定基準で、最
終的には広域連合の方で判定するんだろうけれども、やっぱり市町村窓口の問題なん
かで、十分に連絡体制をとっておかないと、この数字を上回るような数字が出る可能
性もあるわけです。
それとあと、そうすると結局、今提案された保険料に７円を加算すれば、その分は賄
い切りますよということですね、結論は。今出している数値に。
○事務局
はい。
○策定委員
だから、３段階での保険料が基準でしょうから、そうすると、すべてに７円プラスす
るということですか。
○事務局
基準額が、３段階が７円です。それに料率が２段階ですと0.75、１段階ですと 0.5。だ
から、すべての所得段階に、金額は違いますけど、加算がされるということです。
３ページの方に、その辺……
○策定委員
だから、基準月額に７円加算でしょう。
○事務局
はい。７円ですと１段階が 0.5ですので、 3.5円とか、そういうふうにはなってきま
す。５段階ですと10.5円とかですね。
○策定委員
だから、４段階、５段階になると、結局５段階で 1.5ということですね。
○事務局
はい、７円の 1.5ということです。
○策定委員
もう１点聞いときたいのは、私も６段階方式というのはちょっと問題ですよというこ
とで前回申し上げたんですけどね。新聞報道等によると、国は６段階方式でやれとい
うことで、それぞれの保険者に指示をしたという記事が出とるわけね。しかし、ただ
そのことについての、いわゆる６段階をやらなかった保険者に対して云々というあれ



はないわけ、現状言うと。もうその保険者が独自の裁量で、うちはもう６段階しませ
んよと、５段階方式でやりますということについては、別段国としてのいろいろの問
題点はないわけね。
○事務局
今、策定委員さん言われますように、国としてはその６段階方式というのを推奨して
おります。10月の調査時点では、新たに 117の市町村がこの６段階方式を実施するとい
うふうに見込まれております。
この単独減免方式がどうかということですけど、一応お示ししていますように、国の
方では単独減免の３原則を遵守すればいいということで、きょう御提案いたしました
その単独減免方式は３原則を遵守しておりますので、特に問題はないというふうに
思っております。
それと、先ほど言われました構成市町村でのあれですけど、うちの方も細部を詰めま
して、実際審査をお願いする前には、一遍、担当課の職員さんに集まってもらい、説
明会なり研修会を実施したいというふうに思っております。
○会長
ほかにないでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○会長
では、とりあえず次の議題に移って、その後でも適宜御質問なり何なりしていただき
たいと思います。
(4) の広域連合単独事業費による住宅改修事業の検討について、よろしくお願いしま
す。
○事務局
前回、上乗せ横出しというようなことで、全国の事例の紹介等もやったわけでござい
ます。
今回、佐賀中部広域連合の方で、住民の方々から非常に要望の多い住宅改修につきま
して、これは保険料を使ってということではなくて、構成市町村の負担金を使っての
事業になりますけれども、現在20万円が対象になっておりますけれども、介護保険が
あります。その上に、県の単独事業ということで、市町村事業ですけど、20万円ござ
いますけれども、それと別に広域連合単独でやるということで考えております。
このことについて、また事務局の方から説明いたします。
○事務局
それでは、住宅改修費の上乗せ横出しの検討ということで、前回御説明しております
けれども、再度また御説明いたします。
住宅改修費につきましては、要介護者の在宅での生活の継続ということで、保険給付
の中で20万円ということであります。
一番下にありますように、現行制度の問題点ということで、保険につきましては給付
対象が手すり、段差解消等５品目、それと附帯工事ということで、工事の種類が少な
くて家の状況とか個々の身体状況に合った対応ができない場合がある。
それから、支給金額につきましても、基準額が20万円で支給の限度額が９割の18万円
ということで、少ないという問題が指摘されております。
それから、もう一つ県の単独補助によります住宅改良があります。これにつきまして
も、支給限度基準額は20万円で、これの場合は助成額が８割の16万円が限度となって
おります。ただし、この分につきましては、１回その範囲内で例えば５万円でも使っ
てしまえば、残りの15万円は使えない。
それから、これは市町村の方で事業の方を対応されておりますけれども、市町村の事
情によって対応、工事のとり方ですね、範囲のとり方等についてばらつきがある等の
問題が指摘されているところであります。
保険給付の給付対象工事の種類につきましては、利用者の方から要望等もありまし



て、これまで国に要望をしておりますけれども、改善の見込みがないということで、
連合単独事業の実施ということで考えているところでございます。
２ページにいきまして、連合単独事業につきましては、これも保険給付と同じよう
に、助成限度基準額、これは一番下の方に書いてありますけれども、20万円というこ
とで考えております。
上乗せで言う部分につきましては、さっき言いましたように、保険給付の20万円、そ
れから県単の20万円、連合単独の20万円、計の60万円ですね。もちろん、助成額につ
きましてはそれぞれ違いますけれども、60万円となって、身体の状況の変化等に柔軟
に対応できるということで考えております。
それから、一番要望の多い横出しの部分ですけれども、対象工事案として、真ん中の
方に上げておりますけれども、玄関、廊下、階段、洗面所、浴室、便所、居室などの
改修工事で連合長が必要と認めるものということで、細かく定めないで柔軟に対応す
ることで、利用者の身体的特性や行動特性に適した整備に対応していきたいというこ
とで考えております。
助成額案につきましては、保険給付につきましては所得状況に関わらず、一律に９割
が給付ということになっていますけれども、この単独事業につきましては、他の団体
の実施状況から所得状況に応じて差をつけたい。連合でいきますと、保険料段階に
よって、助成率を９割から所得によっては１割ということで実施をしたいと考えてお
ります。
また、この助成限度額につきましては、県単は１回で終わりですけれども、連合単独
事業につきましては保険給付と同じように20万円の中で何度でも利用できるというこ
とで、柔軟に対応することで、在宅サービスの充実につながるのではないかというふ
うに考えておりますので、よろしくお願いします。
○会長
ということですけれども、上乗せ横出しに関して御質問ないでしょうか。何もないで
しょうか。特に何か否定的な御意見はないですかね、これに関しては。
何かさらに細かい部分で何か御意見とか。
○策定委員
例えば、あんまりバリアフリーにしたら、リハビリの効果が出ないという論法もある
んですよね。要するに、現状維持で絶対もうそれ以上よくならないという考え方もあ
るんだと思うんですけど。まあ、手すりをつけるのは別にして、すべてをフラットに
するということは、もう絶対リハビリ効果はありませんという論法が出てきよっです
ね、今逆に。いろいろ意見があるとです。
○策定委員
改修は、やっぱりある程度危険というものがあるからするんであって、そのリハビリ
というよりも、そっちの方が先に……。
○策定委員
制度利用の件でお尋ねですが、まず第一に介護保険の方を優先する、それから県単事
業を優先する、それからこの単独の補助をということになるわけですね。最初から単
独だけを使うとか、そういうあれはないわけでしょう。
○事務局
もちろん状況にもよると思いますけれども、一番いいのは介護保険ですね、介護保険
がもう９割給付ですので。それとあとは自由に使えますので、この分については恐ら
く最初使われると思います。まあ、その上乗せに単独が来るか、県単が来るかという
ことになるんじゃないかと思いますけどですね。
先ほど言いましたように、県単の部分につきましては、ちょっと18市町村で対応が違
う部分がありますので、そこら辺の調整はちょっと残っていますけどですね。
それから、もう一つ、リハビリにならないんじゃないかということがありましたけれ
ども、確かに段差が少しあった方が脚力のある方についてはいいかもしれませんけれ



ども、その身体状況に応じてということで考えていきたいというふうに考えておりま
す。
○会長
一応利用者の声も配慮して、こういう形になったんですよね。横出しという意味でで
すね。
○事務局
そうです、はい。
○会長
その辺を解釈していけば、こういうものなのかなという気もいたしますけれども。
この件についてはよろしいでしょうか。何かほかに。
なければ、前の件は特に、あわせて何かありませんか。
大体このままでいけば、この介護保険料でいくということになるだろうと思いますけ
れども、まだ時間がありますので、ありましたらどうぞ。
その他の方は結構ありましたっけ、内容は。時間ありますか。
○事務局
いや、そんなにはかからないと思いますけれども、きょう、冊子というような形で、
第２期の佐賀中部広域連合介護保険事業計画案、これはまだ未定稿ですけれども、お
配りをしておるところでございます。
これにつきましては、策定委員さん方一読していただきまして、おかしな点、それか
ら書きかえすべき点等につきまして、２月いっぱいでも御意見を寄せていただきたい
なというふうに思っているところでございます。
きょう、追加資料でお配りした分がございます。追加資料１ですけれども、「介護保
険料の徴収対策について」ということで、「保険給付財源の安定確保のため」にとい
うことでございます。
これにつきましては、前回、策定委員さんの方から、事業計画の中にきちっとうたう
べきではないかという御意見が出ておりました。これについて、これもまだ案でござ
いますけれども、こういう文章で書き込みをしたいということでお示しをしている分
でございます。
それから、追加資料２ですけれども、きょう保険料の減免についてお諮りをしたわけ
でございます。これについても、策定委員会として減免について了承ということであ
れば、これについても事業計画の中に「低所得者対策について」という項目の中に入
れると、そういう案でございます。
こちらの今のところの案ですけれども、「介護保険料の徴収対策について」につきま
しては、今お配りした中では80ページでございます。６というところに、「保険給付
財源の安定確保のために」ということで今書き込みをしているものでございます。
それから、追加資料２の方ですけれども、「低所得者対策について」につきまし
て、75ページの一番下の方ですけれども、「低所得者対策について」が今空欄といい
ますか、空白になっていますけれども、ここに書き込みをするという案でございま
す。
これを含めまして、今月いっぱい見ていただきまして、御意見を寄せていただければ
というふうに思っております。
その他は以上でございます。
○会長
これで一応、議題的には終わりましたけれども、何か全体を通して御意見は。
○策定委員
意見じゃありませんけど、お尋ねしたいと思います。
資料１の３ページの一番上ですね。訪問介護における減算の算定範囲等の見直しの中
で、今度３級訪問介護員によるサービス提供の場合、減算されるということにもう決
まっておりますが、じゃあ、１級から３級まで大体ヘルパーさんの数はどの程度おら



れるかというのはわかりますか。なければ後でまたお知らせしていただければいいん
ですが、その中に３級だけでもし、前は、この老人保健福祉計画がずうっとされなが
ら、各市町村でヘルパー研修等もさせられた、私は行政上がりですが、させられた方
ですが、それで私、多久ですけど、多久の中でも３級だけ取っておられて、もう今か
ら先、登録ヘルパー制度で実施をしているんですが、３級持っとったらもう実質的に
は事業が救助になるよというふうなことで、できるだけ２級を取ってくださいという
お願いはしているんですが、じゃあどの程度埋もれた人員があるのかですね。いろい
ろな団体で研修をされていますので、全体的なあれがなかなかつかめないのが実態な
ので、もし今後のこともわかれば、その辺をお知らせしていただければというのがあ
れです。
○事務局
済みません、人数の把握ができておりません。介護保険に入る前、市町村が福祉とし
てやっておりましたときには実数把握ができておりましたけれども、今、民間の事業
所で実施しているという中では把握ができておりません。
もう一つは、ヘルパー研修につきましては、確かに就業の一つとしての研修もありま
すけれども、もう一つは家庭介護でやるときの、家族の方を介護するときのための研
修ということで３級なんかは広めてきたという経緯もあります。
済みません、次回調べておきたいと思います。
○会長
よろしくお願いいたします。
大体このようなものでよろしいでしょうか。御意見なければ一応この方向性でまとめ
ていくということになります。よろしいですね。
では、これで一応今回の議論は終わりたいと思います。どうもありがとうございまし
た。
○事務局
それで、次回ですけれども、３月24日月曜日、また午後３時からということでお願い
をしたいと思います。
場所につきましては、ここでございます。
○会長
どうもお疲れさまでした。これにて終わります。
午後４時14分 閉会



介護報酬の見直しによる事業費の算定









介護保険料の低所得者減免

介護保険料の低所得者減免実施について (案)

介護保険第１号被保険者の保険料は、所得段階別の５段階に設定されていることによ
り、低所得者への一定の配慮がなされている。しかし、第２段階の収入基準について
は幅が広く、第１段階に相当する方がいるという実態がある。
佐賀中部広域連合では、次期事業計画での保険料の２割以上の引上げ予測に伴う負担
増、また、厚生労働省からの保険料の引上げが見込まれる保険者への低所得者対策の
検討の要請などから、第２段階の被保険者のうち特に収入が低いと思われる方の保険
料負担を軽減することを目的として、平成１５年度から低所得者の保険料減免を下記
のとおり実施する。

１ 減免対象者 保険料第２段階に該当しており、かつ、以下のすべてに該当する方
（１） 世帯全員の前年の年間収入合計額が次の額以下である。
単身世帯 ８８万円 
（世帯員が１人増えるごとに４１万円を加算）
※ 算定対象とする収入は、市町村民税の課税対象となる収入の他、遺族年金などの非
課税所得となる収入や仕送りも含め、被保険者及び世帯全員に帰属するあらゆる種類
の収入とする。
（２） 他の世帯に属する市町村民税課税者の扶養（税、医療）を受けていない。
（３） 世帯全員の預貯金が１８０万円以下である。 
（４） 世帯全員が、自己居住用及び生計を維持するために必要な不動産以外に活用す
べき不動産を所有していない。

２ 減免額
第２段階と第１段階の差額分を減免額とする。（第２段階の保険料額を第１段階相当
額に減額する。）

３ 減免財源
第１号被保険者全体の保険料で賄う。

４ 減免対象期間
減免申請日の属する年度の保険料を減免の対象とする。

５ 実施方法
各市町村介護保険窓口及び佐賀中部広域連合において、被保険者からの申請を受け付
け、審査を行ない、判定については、佐賀中部広域連合で行なう。 

６ 実施時期
平成１５年４月１日

◎ 本連合単独減免実施に伴う見込数及び減免総額

（１）事業計画推計による第１号被保険者の推移



年 度 第１号被保険者数 うち第２段階者数（３０．９％）
平成１５年度 ７３，２７８人 ２２，６４３人
平成１６年度 ７４，３１５人 ２２，９６４人
平成１７年度 ７５，３５２人 ２３，２８４人

（２）他保険者の実施状況などを参考として、減免適用者の見込数及び減免総額

年 度 減免者見込率 減免者見込数 減免総額
平成１５年度 第２段階被保険者の２.０％ ４５３人 ５１０万円
平成１６年度 第２段階被保険者の２.５％ ５７５人 ６５０万円
平成１７年度 第２段階被保険者の３.０％ ６９９人 ７９０万円

※ 減免を実施することにより、保険料基準月額に7円加算となる。

低所得者の保険料減免について

低所得者対策の必要性



① 第２段階の収入基準（無年金から年金額２６６万円）については幅が広く、第１段
階に相当する被保険者がいるという実態。（徴収時の生活苦の実情、滞納者及び苦情
相談が一番多い）

② 次期介護保険料改定（２１％増）による被保険者の負担増。

③ 厚生労働省からの保険料の引上げが見込まれる保険者への低所得者対策の検討の要
請。

減免の方法

【保険料基準の弾力化】
① 各段階の基準額に対する割合の変更
② 基準所得金額（境界所得）の変更 
③ ６区分の保険料率の設定 １１市町村（Ｈ１４年４月現在） 

【単独減免】 ４３１市町村 （Ｈ１４年４月現在） 
神戸市方式 申請により一定項目の要件を全て満たせば減免 

 

単独減免を採用する理由

① 単独減免方式は、地域の実情に応じた取り組みができ、減免を必要とする生活困窮
者を救済することができる。

② ６段階方式試算の結果、新たな６段階層の負担割増が大きい割には、 ２段階の軽減
額は少ない。又、収入に幅のある第２段階全員に一律に軽減する必要はない。

③ ６段階方式は、比較的所得の高い保険者に適しており、本連合の５段階者の率は全
国平均より低い。

④ 低所得者対策については、全国市長会及び全国町村会において国の制度として軽減
措置を講じるよう要望しているが、現時点では国もできかねる状況である。





住宅改修事業（広域連合単独事業費による）について

◎住宅改修費の上乗せ・横出しの検討（その１）

◎住宅改修のメリット

・高齢者の自立した生活の継続
自らの生活動作を自立してできるようになることは、人間としての尊厳を保ち、精神
的な自立を促し、このことによって日常生活全体における生活意欲の高揚につながる
と考えられる。

・家庭内事故の抑制
高齢者の家庭内事故の内訳として、転倒・転落・浴槽内の溺死等が多く挙げられる。
特に、高齢者の転倒は、脊椎圧迫骨折や大腿骨頸部骨折の大きな原因となりこれが
きっかけで入院もしくは寝たきりとなることも多いとされており、対象者の身体的特
性や行動特性に適した住環境の整備を行うことにより家庭内事故が抑制されると考え
られる。

◎介護保険住宅改修費支給実績（１件あたりの支給金額：最高180,000円）

平成12年度 平成13年度 平成14年度
９４，７６２

円
８９，４５７

円
１００，７１０

円

◎現行制度の問題点

介護保険制度 佐賀県在宅高齢者住宅改良事業（県単）
（１）給付対象となる工事の種類が少ない。
（２）支給金額が少ない（支給上限
額180,000円）
（３）要介護3以上の方は、支給限度基準
額200,000円分しか利用できない。

（１）１世帯につき１回しか利用できない。
（２）市町村によって対象工事にばらつきがあ
る。

◎住宅改修費の上乗せ・横出しの検討（その２）

◎連合単独事業のメリット

【上乗せ】
上記介護保険の問題点（２）（３）及び県単の問題点（１）を克服するためには、介
護保険対象工事（6項目）の上乗せを実施する必要がある。上乗せを行うことにより、
県単を併用しての最高給付対象額が600,000円となり、介護保険及び県単を使ってし
まっている利用者で、状態の変化による改修の必要が生じた場合においても、助成を
行い在宅における生活が継続できるものと考えられる。



【横出し】
上記介護保険制度の問題点（１）の「給付対象となる工事の種類が少ない」は、利用
者の要望として最も多く、厚生労働省及び県に改善の要望を出しているものもある。
しかし、利用者からの住宅改修の要望に迅速に適用するとともに、利用者の立場に
立った柔軟な対応ができる制度を確立することにより、利用者の身体的特性や行動特
性に適した住環境の整備を行うことができると考えられる。

◎対象工事案 
① 介護保険の対象工事（①手すりの取付け、②段差の解消、③床材の変更、④扉の取
替え、⑤便器の取替え、⑥その他①から⑤の付帯工事）
② ①以外の玄関、廊下、階段、洗面所、浴室、便所、居室などの改修工事で連合長が
必要と認めるもの
例）レバー水栓への給水栓の取替、トイレの新設、洗浄機能付便座等の設置

◎助成額案
（１）助成限度基準額 ２００，０００円（保険料段階区分に応じ最高９割まで助成）

保険料段階 助成率 助成最高額
保険料段階「１」 ９０％ １８万円
保険料段階「２」 ７０％ １４万円
保険料段階「３」 ５０％ １０万円
保険料段階「４」 ３０％ ６万円
保険料段階「５」 １０％ ２万円

（２）助成限度額管理 助成限度基準額は、要介護状態区分に関係なく１人につき２０
万円で、限度額に到達するまで何度でも利用できる。



介護保険料の徴収対策について

１． 現在の徴収対策

平成12年度の10月から保険料徴収がはじまり、現在まで下記のような保険料徴収対策
を実施し、収納率の向上に努めています。

①督促状送付 
毎月15日頃発送。前月納期分未納者に対して送付。

②催告書送付 
年３回～４回送付。基本的に保険料滞納者全てを対象に送付。

平成12年度 ３月送付
平成13年度 ９月、12月、３月送付
平成14年度 ６月（12年度分滞納者を対象として送
付）
９月、12月（全滞納者を対象として送付）
次回２月送付予定

③電話催告 
保険料未納者への電話による催促。特に平成14年度７月から９月までの期間は、平
成12年度分保険料滞納者へ時効対策として集中的に実施しました。

④訪問徴収 
電話番号不明の滞納者や給付制限対象者等に対して、訪問による制度説明および保険
料徴収を実施。

⑤現金収納 
佐賀中部広域連合窓口での現金の取扱いおよび訪問徴収時の直接徴収を平成14年８月
から実施。

⑥給付制限対策 
受給者の保険料滞納者については滞納期間1年経過時点で償還払い化の措置をとるた
め、１年経過前の時点で随時電話催告または訪問徴収を実施し保険料の納付を促し、
措置者がでないように努めています。

⑦65歳到達者対策
ア．被保険者証送付時の口座振替依頼書の同封
毎月、当該月に65歳到達予定の者へ被保険者証を送付していますが、それに口座振替
勧奨リーフレット、口座振替依頼書及び介護保険料についての簡易な説明書を同封し
て送付し、口座振替の利用を勧めています。
これにより、すぐ口座振替を申込まれた場合は65歳到達の賦課当初の納期分から口座
振替により納付できるようになりました。

イ．専用リーフレットの作成
新たに第１号被保険者になられた方は、65歳到達月の翌月の10日頃に納入通知書を送



付しています。以前は一般的な介護保険料の説明のリーフレットを納入通知書に同封
していましたが、65歳到達年度は特別徴収にならないことや健康保険の保険料等に含
まれる介護保険料との関係など、説明が必要な事項が多いことから、平成14年度から
は65歳到達者専用の説明リーフレットを作成し納入通知書に同封しています。
リーフレットには徴収方法や保険料の算定方法、滞納した場合の給付制限について記
載し、保険料徴収について理解していただけるように努めています。

２． 今後の徴収対策

平成15年度以降は現在の徴収対策とあわせて、次のような徴収対策を実施するように
検討を進めています。

①定期的および随時の集金
平成14年９月に平成12年度分保険料滞納者に対する時効対策として、電話や訪問をお
こない滞納者の経済状況、家庭状況を実際に目にしてきました。そのなかには定期的
に訪問し、集金をおこなえば、納付できる方がかなりあるように見うけられました。
このことから、今後は徴収のスケジュールをつくり、毎月月末などを定期的な徴収期
間として滞納保険料の集金をおこない、保険料納付を習慣化し定着させたいと考えて
います。
また、受給者で滞納している給付制限の対象となる被保険者については、これまで同
様引き続き１年経過前に計画的に訪問徴収をおこない措置者が出ないよう努めます。

②口座振替利用の促進
現在の口座振替利用は平均で普通徴収の55％前後です。口座振替利用者を増やすこと
は滞納者の減少につながるため、口座振替の利用促進をはかります。
１）督促状へ口座振替依頼書を同封し、口座振替利用を促す。
２）市町村介護保険担当窓口のほか、金融機関窓口、居宅介護支援事業者、介護保険
施設など関係機関への口座振替依頼書の設置を依頼します。あわせて口座振替促進用
ポスター等を作成掲示したいと思います。

③口座振替の確実性の確保
口座振替利用者は納付の意思があると判断すれば、毎月すべて振替できるのが理想で
す。しかし現実は、いくらかの振替不能があり、滞納となっています。できる限る口
座振替の確実性を上げる対策をとり、収納率向上につなげます。 
１）口座振替が不納だった場合は「口座振替不納通知書」と納付書を振替日の１週間
後頃に送付していますが、通知書送付とあわせて電話による不能のお知らせと納付依
頼をおこないたいと考えています。
２）再振替の実施。現在口座振替は毎月月末に当該月納期分の保険料を振替えていま
すが、年金の支給が２ヶ月に１回偶数月であることから、奇数月に振替不能になる方
がいらっしゃいます。振替対象月を当該月および不能があった場合その前月分までと
し、不納となる件数が少なくなるように再振替を実施したいと考えています。

④催告書送付時の納付書の同封
年に３・４回催告書を送付すると、その後しばらくは滞納分保険料が納付される。基
本的に催告書に納付書は同封していません。（現在は１・２期分の短期間の滞納者に
は同封）しかし、納付書を添付した方が親切であり、納付を促すためには有効ですの
で郵便料金、納付書の出力方法および様式等問題はありますが、実行できるよう検討
をすすめます。



⑤構成市町村窓口での現金収納
平成14年８月から当広域連合窓口で保険料の払込ができるようにしました。８月
が187,168円、９月が249,999円と窓口での支払額は増えています。納付方法の問合せの
中には市役所・役場で払えないかといったものもあります。住民にとって住所地の市
役所・役場は身近な場所であることから、構成市町村窓口で保険料が納付できるよう
になれば、住民の利便性が向上し、保険料収納率向上へつながるものと考えます。こ
うしたことから、構成市町村窓口で保険料納付の取扱いができるように検討していき
ます。

●現金収納実績

単位（円）
窓口 集金 計

件数 金額 件数 金額 件数 金額
8月 75 187,168 66 161,653 141 348,821
9月 110 249,999 211 424,095 321 674,094
10月 115 274,609 226 458,184 341 732,793
11月 127 272,369 79 177,107 206 449,476
12月 115 271,558 151 316,269 266 587,827
合 計 542 1,255,703 733 1,537,308 1,275 2,793,011



第６回佐賀中部広域連合事業計画策定委員会 追加資料１

介護保険料の徴収対策について

保険給付財源の安定確保のために

第1号被保険者の保険料は特別徴収（年金天引き）及び普通徴収（納付書及び口座振
替）の方法により徴収することとなっています。保険料の未納者には督促状・催告書
の送付、訪問徴収等をおこない、これまでは毎年度予定収納率の98％を上回ってきま
した。本事業計画期間において第1号被保険者の保険料は、保険給付費用全体の約18％
をまかなうこととなっており、高い保険料収納率を維持することは保険財政の安定運
営につながります。
今後も、介護保険制度及び保険料徴収の仕組みの周知活動を進め、普通徴収対象者に
は口座振替利用の促進を図り、未納者に対しては訪問徴収等をおこない、積極的な徴
収対策に取組んで、財源確保のために高い収納率を維持していくように努めます。



第６回佐賀中部広域連合事業計画策定委員会 追加資料２

介護保険料の減免について

低所得者対策について

介護保険制度が社会全体で支える仕組みとなっていることから第１号被保険者の保険
料負担は、負担能力に配慮して所得に応じた定額の保険料率が採用されており、所得
段階別の５段階設定が標準とされています。しかし、負担能力に配慮したと言いなが
らも、市町村では公的年金の中でも非課税である遺族年金や障害年金の受給状況は把
握していないことなどから、被保険者全体の４分の３にも上る市町村民税非課税者の
収入による負担能力を判定することは極めて難しく、このため保険料段階第２段階
（市町村民税世帯非課税者）に属する方には無収入の方から年額２６６万円の年金収
入がある方までの幅があり、実際の負担能力に対する格差が非常に大きくなっていま
す。
また、第２期介護保険事業計画策定にあたって厚生労働省は、事業費の増加による保
険料の引き上げが見込まれる保険者については、保険料設定の弾力化を含めた低所得
者対策の検討の必要性を指摘しました。実際に、被保険者から本広域連合等へ寄せら
れた苦情・相談等の内容を見てみると、保険料負担が家庭の財政を圧迫するといった
ものが、第２段階の方からより多く寄せられている状況です。さらに保険料滞納者の
中には逼迫した状況の方がいくらか見うけられます。 
このようなことから、現行制度の保険料段階設定では、低所得者のなかでも特に第２
段階に属する方に対する配慮が必要であると思われるために、何らかの対策を講じる
必要があります。保険料設定の弾力化では第２段階の負担能力の格差を是正するには
効果が低いため、厚生労働省が示す保険料減免３原則をふまえた、独自の保険料減免
制度を中心に低所得者対策の実施について検討を進めていきます。



第６回佐賀中部広域連合事業計画策定委員会 追加資料３
事前送付資料２ 介護保険料の低所得者減免Ｐ２差し替え

◎ 本連合単独減免実施に伴う見込数及び減免総額

（１）事業計画推計による第１号被保険者の推移

年 度 第１号被保険者数 うち第２段階者数（３０．９％）
平成１５年度 ７３，２７８人 ２２，６４３人
平成１６年度 ７４，３１５人 ２２，９６４人
平成１７年度 ７５，３５２人 ２３，２８４人

（２）他保険者の実施状況などを参考として、減免適用者の見込数及び減
免総額

年 度 減免者見込率 減免者見込数 減免総額
平成１５年度 第２段階被保険者の２.０％ ４５３人 ５１０万円
平成１６年度 第２段階被保険者の２.５％ ５７５人 ６５０万円
平成１７年度 第２段階被保険者の３.０％ ６９９人 ７９０万円

※ 減免を実施することにより、保険料基準月額に7円加算となる。


